
和光市窓口キャッシュレス決済導入業務委託仕様書

本仕様書は、和光市の行政サービス窓口において、キャッシュレス決済に必要な環

境構築等について必要な事項を定めたものである。

１ 事業実施概要

セミセルフレジ、キャッシュレス決済端末及びその端末に対応するＰＯＳレジシス

テム等の必要機器一式を調達し、各導入窓口に設置の上、運用に必要な設定登録等を

行うとともに、職員研修を実施すること。また、キャッシュレス決済に係る指定代理

納付業務を行うこと。

２ 導入スケジュール

（１）機器納入期限 令和８年９月３０日（水）

（２）運用開始時期 令和８年１０月１日（木）

３ 調達機器設置場所・設置台数

次の施設で本市が指定する場所及び台数

（１）セミセルフレジ・キャッシュレス端末（３台）

① 戸籍住民課 ２台

和光市広沢１番５号（和光市役所内）

② 課税課・収納課 １台

和光市広沢１番５号（和光市役所内）

（２）キャッシュレス端末（１台）

① 環境課 １台

和光市広沢１番５号（和光市役所内）

４ 調達機器等

調達機器は和光市の買い取りとし、見積額にはこれらの費用を含めること。

（１）セミセルフレジ（ＰＯＳレジ端末及び自動釣銭機）

① ＰＯＳレジ端末は、独立したＰＣ等で職員操作と来庁者操作用ディスプレイは

７インチ以上であること。また、ＰＣ等はWindows又は、iPadOSであり、メモリ

は８ＧＢ以上、ディスクはＳＳＤタイプで容量は１２８ＧＢ以上であり、戸籍

住民課導入レジは、２台のレジが連動し、集計等が行えること。

② ＰＯＳレジの種別は対面セルフ仕様であり、カウンター上に設置する。

③ 合計金額を算出するまでの入力を職員が行い、確定した合計金額を来庁者自身

がディスプレイをタッチするなどして支払い方法を選択できること。



④ ＰＯＳシステムを有し、各種集計、データの蓄積・集計機能があること。

⑤ バーコード（ＧＳ１-１２８(ＥＡＮ-１２８)）や地方税統一ＱＲコードの読み

込み機能があり、端末間で読み込んだバーコードデータの連携が可能、又は端

末からデータ抽出機能があること。なお、データ連携に機器が必要な場合は準

備すること。

⑥ バーコードの読込が可能なバーコードリーダー等を準備すること。

⑦ キャッシュレス決済端末と連動可能であること。

⑧ レシート発行が可能なこと。なお、担当者変更による収納者名の変更が可能な

こと。

⑨ ＰＯＳレジ端末と連動した自動釣銭機を準備すること。なお、新紙幣及び新貨

幣に対応できるものであること。

⑩ 職員側の画面に主要な歳入メニューが表記されること。また、取り扱う歳入の

メニューの追加が容易にできること。

⑪ 住民側の画面に支払額、支払金額及び釣銭が表示されること。

⑫ 各導入窓口で入金した情報の集計については、簡単な操作でいつでも確認がで

きる仕組みを提案すること。なお、各種集計情報の確認は、いつでも可能な仕

組みであること。

⑬ 納品する機器一式の高さ等を踏まえ、指定する窓口には効率的な運用ができる

専用台を選定・納品すること。

⑭ 釣銭機の金種残量が多い場合や少ない場合にはＰＯＳ画面上で警告表示がされ

るようにできていること。

（２）キャッシュレス決済端末

① クレジットカード決済、電子マネー決済及びコード決済に対応できること。

② レシート又は利用明細の発行が可能であること。

③ グローバルセキュリティ基準（ＰＣＩＤＳＳ）の現行基準に準拠し、クレジッ

ト情報非保持型の機種であること。

④ 提示されたクレジットカード等の信用照会について、即時与信が可能であるこ

と、また、カード決済承認番号が即時取得可能であること。

⑤ 必要に応じて認証情報やカード番号等、決済に関連する通信は暗号化する等、

相応な情報セキュリティ技術を有していること。

⑥ 導入及び運用に必要な費用のうち、本市が負担を想定している事項は通信回線

に関する費用（回線の契約及び月額使用料）及び、有線接続の場合のケーブル

の敷設費用である。

⑦ レシート発行が可能なこと。なお、担当者変更による収納者名の変更が可能な

こと。

⑧ 環境課で使用するキャッシュレス端末は屋外でも使用可能なＳＩＭ内蔵タイプ



だと望ましいこと。

（３）ＰＯＳレジアプリケーション（４台分）

① ＰＯＳレジ用タッチパネル対応端末に適合し、動作保証されていること。

② キャッシュレス決済及び現金決済の両方に対応すること。

③ バグ修正等のバージョンアップや保守に別途費用の発生なく対応できること。

④ ＰＯＳレジ集計データは、国内データセンターのクラウドサーバに保管される

こと。

⑤ 通信障害、システム障害等によるオフライン時にもレジ処理が可能なこと。こ

の場合の会計データは、レジ端末内に一時保管し、障害復旧後にサーバにデー

タ送信が行えること。

⑥ 窓口手数料の種類は、区分設定など、会計時の操作を効率よく行うことができ

る機能を有すること。また、取り扱う証明書等の種類の追加等の設定が容易に

できること。

⑦ キャッシュレス決済端末との連携機能を有すること。

⑧ 集計されたデータは、ＰＯＳレジ設置拠点の単位ごとに証明書等の種類、決済

種別、収納年月日等の区分別に集計が可能であって、ＣＳＶ形式などのデータ

でダウンロードすることが可能であること。

⑨ １営業日内のレジ締め回数に制限がないこと。

⑩ 決済誤り等が発生した場合に取り消し処理が容易に行えること。

⑪ ＰＯＳレジ用タッチパネル対応端末の故障時に、速やかに予備機等での利用が

可能な仕組みであること。

（４）決済システムに関連する消耗品・ＬＡＮ配線工事

① ロール紙は、１か月分の証明書発行件数に対応可能な数量を算出し、運用開始

予定日までに納品すること。

② 各設置場所の納品数は、発注者と協議の上で決定する。

③ 必要となる消耗品一式の数量は、「８ 証明書等取扱実績件数（令和６年度）」

を参考に算出すること。

④ 端末設置場所までのＬＡＮ配線及び電源タップ等の敷設費用は本市で負担する

が、機器等を繋ぐハブや有線ＬＡＮなどの運用管理上必要なアクセサリ類は、受

注者が用意すること。

５ 指定代理納付

（１）キャッシュレス決済の種類

キャッシュレス決済はクレジットカードや電子マネー、コード決済等幅広く対応

できるものとし、具体の種類を提案すること。

最低限、以下のいずれのキャッシュレス決済手段にも対応していること。



（ア）クレジットカード

ＶＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、ＪＣＢ

（イ）電子マネー

交通系ＩＣ（Ｓｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯ）、ｎａｎａｃｏ、ＷＡＯＮ

（ウ）コード決済

ＰａｙＰａｙ、ｄ払い、楽天ペイ、ａｕＰＡＹ

（２）指定代理納付の方法

① 地方自治法第２３１条の２の３第１項の規定に基づく指定納付受託者として、

キャッシュレス決済による支払いを行った納入義務者に代わって当該歳入を納付

する事務を行うこと。

② 受注者は、キャッシュレス決済の収入金額を、原則、毎月末日を締め日として

集計し、翌月末日までに、本市指定の口座に振り込むこと。なお、受注者が選択

するキャッシュレス決済手段及び決済ブランド支払い方法の種類を問わず、一括

での入金とすること。

③ キャッシュレス決済手数料は、提案によるものとする。提案において、取扱可

能な決済ブランドごとに手数料率を明示すること。

④ 決済手数料については別途請求書により本市に請求すること。なお、キャッシ

ュレス決済の収入金額から決済手数料を差し引いた金額を納付することも可とす

る。

⑤ 内訳明細及び取扱手数料の明細を本市が指定する期日までに発行すること。ま

たはＷｅｂ上等で確認することを可能とすること。

⑥ キャッシュレス決済が可能であることの掲出物（ロゴマーク等）を納品するこ

と。

⑦ 口座振込手数料は受託者の負担とすること。

⑧ 受注者は、キャッシュレス決済の導入にあたって、各決済事業者との契約手続

きについて、機器導入前までに取りまとめて行うこと。

６ 導入支援及び保守等について

（１）決済端末の基本操作、設定変更方法などの操作手順を記載したマニュアルを納

品すること。

（２）キャッシュレス決済端末の導入時に、端末利用等における研修会を実施するこ

と。実施スケジュール及び実施方法については、本市と受注者で協議のうえ決定す

る。

（３）キャッシュレス決済端末の設置及び設定等にあたり本市と十分に協議を行うこ

と。

（４）窓口の開設時間中の障害発生時に、サポートできる体制を整備すること。詳細



なサポート体制や対応時間、障害対応等保守内容について提案すること。

（５）保守期間は５年とする。

７ 見積書作成

調達機器等は原則、イニシャルコスト、ランニングコスト、決済代行手数料を分類

し、それぞれ別の見積書を作成すること。また、保守費用は、イニシャルコストとし

て一括して計上すること。難しい場合はその旨を明記すること。

（１）６０か月総額

機器調達、保守料、利用料などの５年間の総額を記載すること。

（２）イニシャルコスト

調達機器及び周辺機器に関する導入費用及び機器及びサポートなどの保守費用

（３）ランニングコスト

利用料を月額費用や年額費用など、発生する費用の内訳が分かるように記載する

こと。

期間は令和８年１０月１日から令和９年３月３１日までとする。

また、参考値見積として、令和８年１０月１日から６０か月分も併せて提出する

こと。

（４）決済代行手数料

キャッシュレス決済代行手数料は、決済手段・ブランド別の手数料（任意様式）

を提出すること。８の証明書等取扱実績件数を参考とすること。

８ 証明書等取扱実績件数（令和６年度）

９ その他

（１）業務の処理は、本市と受注者が相互に協力し、その執行に万全を期すものとす

る。

（２）本仕様書に定めない事項及び疑義を生じた事項については、本市と受注者が誠意

をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

件数（枚） 金額（円）

住民票・印鑑証明等関係 ３４，７４６件 １０，６８３，６００円

戸籍関係 １２，０９７件 ６，６１０，２５０円

固定資産税関係 ５，２５１件 １，９７０，３００円

住民税関係 ５，５０９件 １，６５２，７００円

納税関係 １，５４２件 ４６２，６００円

犬の登録・粗大ごみ手数料 １，２０８件 ７０２，８７０円


